
長 崎 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 健 康 診 査 の 実 施 に 関

す る 規 則  

平 成 ２ ０ 年 ３ 月 ２ ５ 日  規 則 第  ５ 号  

平 成 ２ ２ 年 ３ 月  ８ 日  規 則 第  １ 号  

平 成 ３ ０ 年 ２ 月 ２ ２ 日  規 則 第  ４ 号  

平 成 ３ １ 年 ３ 月 ２ ９ 日  規 則 第  ４ 号  

最 終 改 正  令 和  ２ 年 ３ 月 ３ ０ 日  規 則 第 １ ０ 号  

 （ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 規 則 は 、 長 崎 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 後 期 高 齢 者

医 療 に 関 す る 条 例 （ 平 成 １ ９ 年 広 域 連 合 条 例 第 １ １ 号 ） 第 ５ 条

の 規 定 に 基 づ き 、 健 康 診 査 （ 以 下 「 健 診 」 と い う 。 ） の 実 施 に

つ い て 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

 （ 実 施 主 体 ）  

第 ２ 条  健 診 の 実 施 主 体 は 、 長 崎 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 （ 以

下 「 広 域 連 合 」 と い う 。 ） と す る 。  

 （ 対 象 者 ）  

第 ３ 条  健 診 を 受 け る こ と が で き る 者 （ 以 下 「 対 象 者 」 と い

う 。 ） は 、 健 診 の 実 施 日 に お い て 長 崎 県 後 期 高 齢 者 医 療 の 被 保

険 者 で あ る 者 と す る 。  

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者

は 健 診 の 対 象 と し な い こ と が で き る 。  

 ⑴  特 定 健 康 診 査 及 び 特 定 保 健 指 導 の 実 施 に 関 す る 基 準 （ 平 成

１ ９ 年 厚 生 労 働 省 令 第 １ ５ ７ 号 ） 第 １ 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ

き 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 者  

 ⑵  糖 尿 病 等 の 生 活 習 慣 病 に 罹 患 し 、 既 に 医 療 機 関 で 受 療 し て



い る 者  

 （ 健 診 回 数 等 ）  

第 ４ 条  健 診 の 実 施 回 数 は 、 対 象 者 １ 人 に つ き 年 度 内 １ 回 と す る 。  

２  健 診 は 、 特 定 健 康 診 査 又 は そ れ に 相 当 す る 健 康 診 断 と の 重 複

受 診 は で き な い も の と す る 。  

 （ 実 施 の 委 託 ）  

第 ５ 条  健 診 は 、 広 域 連 合 が 市 町 に 委 託 し て 実 施 す る こ と が で き

る 。  

 （ 健 診 項 目 ）  

第 ６ 条  健 診 の 項 目 は 、 別 表 の と お り と す る 。  

２  健 診 の 実 施 を 委 託 し た 市 町 （ 以 下 「 市 町 」 と い う 。 ） は 、 あ

ら か じ め 、 広 域 連 合 の 長 （ 以 下 「 広 域 連 合 長 」 と い う 。 ） に 協

議 を し た う え 、 前 項 の 項 目 を 変 更 す る こ と が で き る 。  

 （ 委 託 料 ）  

第 ７ 条  健 診 の 委 託 料 は 、 広 域 連 合 長 と 市 町 で 協 議 の う え 、 契 約

に よ り 定 め る も の と す る 。  

 （ 自 己 負 担 金 ）  

第 ８ 条  健 診 を 受 診 し よ う と す る 者 （ 以 下 「 受 診 者 」 と い う 。 ）

の 自 己 負 担 金 は 、 無 料 と す る 。  

 （ 結 果 通 知 ）  

第 ９ 条  市 町 は 、 健 診 実 施 後 、 速 や か に そ の 結 果 を 受 診 者 に 通 知

す る も の と す る 。  

 （ 委 任 ）  

第 １ ０ 条  こ の 規 則 に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 は 別 に 定 め

る 。  



   附  則  

 こ の 規 則 は 、 平 成 ２ ０ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則 （ 平 成 ２ ２ 年 ３ 月 ８ 日 規 則 第 １ 号 ）  

 こ の 規 則 は 、 平 成 ２ ２ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 平 成 ３ ０ 年 ２ 月 ２ ２ 日 規 則 第 ４ 号 ）  

 こ の 規 則 は 、 平 成 ３ ０ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 平 成 ３ １ 年 ３ 月 ２ ９ 日 規 則 第 ４ 号 ）  

 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 令 和 ２ 年 ３ 月 ３ ０ 日 規 則 第 １ ０ 号 ）  

 こ の 規 則 は 、 令 和 ２ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 


